
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１２月２０日 

石川県立大聖寺高等学校 

発行 保 健 指 導 課 

師走の候、保護者の皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また日頃より本

校の学校保健活動にご理解、ご協力を頂き感謝申し上げます。                                   

インフルエンザの報告が本校にも入ってきました。生徒たちが厳しい冬を健康に乗り切

るために自己管理力を高める指導とともにご家庭との連携を深めていきたいと考えており

ます。健康対策の資料としてこの学校保健通信をご活用いただければ幸いです。 

 

 

 

 

熱が出てすぐに受診してもインフルエンザ

の判定はできません。新しい検査キットで

も発熱後６時間、通常なら１２時間は様子

を見る必要があります。 

しかし抗インフルエンザウイルス薬の服用

は発症から４８時間以内に開始する必要が

あります。インフルエンザかな？と思った

らタイミングを見て受診するようにしまし

ょう。 

ワクチンの効果は２週間後から５か月程度 

持続します。「今更打っても…」と思わずに 

かかりつけの病院に相談してください。 

インターネットなどでワクチン接種につい

てはいろんな意見があることがわかりま

す。家族単位で一度話し合ってみてもいい

のではないでしょうか。 

潜伏期間とはウイルスが体内に侵入してか

らインフルエンザの症状を発症（熱が出る）

するまでの期間のことです。 

個人差はありますが、感染後体内でウイル 

スの数は 48時間でピークになります。 

 

1日目 3日目 2日目 4日目 5日目 6日目 8日目 7日目 
潜 伏 期 

発症 

症状がないときも感染力があることを念頭 

にインフルエンザ流行期は「咳エチケット 

(裏面参照)」を心がけましょう。生徒同士 

ベタベタくっついてじゃれあっているのも 

よろしくないです。 

 



 

咳エチケットとは 
咳・くしゃみが出る人は、他の人から１ｍ以上離れ、顔を背けてマスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使

って、口や鼻を覆う心配りをすることを言います。手で直接覆ってしまうとウイルスがついた手で感染を広げ

てしまうこともあるので袖やひじで押さえるのがポイントです。 

あくまでも「他人に感染させない」ためにすることですので、インフルエンザにかかった人の症状が軽減すると

か、元気な人が感染症を完全に予防するために行うことではありません。 

咳やくしゃみを介して、人から人に感染していく病原体を周囲の人々に伝播させないようにする社会的なマナー

です。ですから、エチケットという言葉が用いられています。 

 

●受診・診断 

医師の診察を受け、インフルエンザと 

診断されたら学校に連絡をお願いします。 

 

 

●「罹患証明書」の記入 

学校から「インフルエンザ罹患証明書」を 

お渡しします。保護者の記名捺印、裏面には

受診した日がわかる書類（明細書・処方箋な

ど）のコピーを添付してください。 

※インフルエンザのみ書類の様式が違います。 

※証明書は出席再開時にお渡しします。本校の

HP「保健指導」からダウンロードもできます。

ご活用ください。 

 

 

●学校へ提出 

証明書の提出先は担任です。早急に提出して

ください。欠席にカウントしない手続きを行

います。 

 

インフルエンザで 

休むときの手続き 

あるエッセイの中で「健康ほど楽なものはない。いいものという

より、楽なものだとわかった。」という言葉を見つけました。健康

のことを書くと少し押しつけがましくなるのが嫌だったので、ちょ

っといい言葉だと思いました。厳しい冬を少しでも楽に乗り切れ

るよう、ワクチンをうけたり、無理をしない生活を送ったり、できる

ことから始めてみてはいかがでしょうか。 


